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前 書 き 

 

地球温暖化問題は、人間活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガス濃度を増加させる

ことにより、地球全体の地表及び大気の温度を追加的に上昇させ、自然の生態系及び人類に深刻な影響を

及ぼすものであるとされており、我が国を含め、世界全体として地球温暖化対策に取り組んでいる。 

我が国は、平成 17年（2005年）に発効した京都議定書により、温室効果ガスの総排出量を 20年（2008

年）から 24年（2012年）までの京都議定書第 1約束期間に、基準年（原則平成 2年（1990年））比で 6％

削減することとされた。 

これを受けて、平成 17年 4月に「京都議定書目標達成計画」が閣議決定（平成 20年 3月全部改定）さ

れ、目標達成に向けた取組が行われるとともに、本計画では政府が講じた施策の進捗状況等の点検を毎年

厳格に行うこととされ、毎年の進捗状況の点検に際しては、「地球温暖化問題への国内対策に関する関係審

議会合同会議」において委員の意見を聴取するとされており、これを踏まえ、最終的に内閣総理大臣及び

その他の国務大臣で構成される地球温暖化対策推進本部において、その進捗状況が点検されてきた。 

京都議定書の 6％削減約束については、「京都議定書目標達成計画」に基づき、国民各界各層が気候変動

への取組に最大限の努力を行ったほか、森林吸収源対策と京都メカニズムクレジットを加味することによ

り、目標を達成することとなる。しかし、平成 22年度（2010年度）以降、景気回復、東日本大震災を契

機とした火力発電の増加等により温室効果ガスの排出量は増加傾向にあり、中でも、我が国の温室効果ガ

スの約 9割を占めるエネルギー起源ＣＯ２の排出量は大きく増加している状況にある。我が国は京都議定

書第 2約束期間には参加しないものの、引き続き、地球温暖化対策に取り組むこととしており、これを着

実に推進するためには、増加するエネルギー起源ＣＯ２の排出量の削減を効果的かつ効率的に進めること

が必要不可欠となっている。 

一方で、地球温暖化対策としての事業に対する予算は、環境省の取りまとめによると、「京都議定書 6％

削減約束に直接の効果があるもの」とされたものに対し、京都議定書の第 1約束期間内で計 2兆 4,025億

円あり、また、平成 25年度以降は、「2020年までに温室効果ガス削減に効果があるもの」とされたものに

対し 3,300億円強と多額の予算措置がなされている。 

しかしながら、これら事業については、同時に他の政策目的を達成する手段として位置付けられている

ものも多く、「京都議定書目標達成計画」の進捗状況の点検の中で、施策ごとに一定の評価はされているも

のの、個別事業のＣＯ２排出削減効果やその費用対効果については、必ずしも十分に明らかにされていな

い。 

他方で、エネルギー起源ＣＯ２の排出削減に資する事業に充当する目的で、平成 24年 10月から地球温

暖化対策税が導入されており、26年 4月に続き 28年 4月にも税率が引き上げられることから、国民の理

解を得るためには、事業効果の発現状況や費用対効果を検証し、より有効性・効率性の高い事業を推進し



ていくことが一層重要となっている。 

この行政評価・監視は、以上のような状況を踏まえ、地球温暖化対策のうちのエネルギー起源ＣＯ２の

排出削減に資する事業に着目し、予算額の多くを占める補助事業について、効果的かつ効率的な実施を確

保する観点から、費用対効果等の審査状況や事業効果の検証状況、発現状況等を調査し、関係行政の改善

に資するために実施したものである。 
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